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危険物って何？  許可がいるの？ 
 
ガソリン、灯油、アルコール、塗料など

が危険物に該当します。火災や爆発の

危険性があります。 
 

 

 

保管量 規制内容 申請先 

指定数量以上 「許可」が必要 
消防本部 

予防課 

指定数量の 

５分の１以上 
「届出」が必要 管轄消防署 

 

指定数量とは？ 消防法では、危険物ごとに指定数量が決められています 

 

種 別 品 名 指定数量 性 質 品  名 

第４類 

第１石油類 ２００L 非水溶性 ガソリン・塗料・シンナー 

アルコール類 ４００L  メタノール・エタノール 

第２石油類 １，000L 非水溶性 灯油・軽油・塗料類・シンナー 

第３石油類 ２，０００L 非水溶性 重油・クレオソート油 

 

 

 

 貯蔵・取扱う危険物が指定数量以上になる場合は、許可を

受ける必要があります。また、指定数量の５分の１以上であれ

ば、少量危険物となり、新居浜市火災予防条例で規制され、

届出が必要になります。  

 

お問い合わせ先 
新居浜市消防本部 予防課  危険物係 

          TEL：０８９７－６５－１３４２（直通） 
 

標 示 

ラベル 

危険物が入ってい

る容器には表示が

義務付けられてい

ます。 


